
学生準則施行細則 
（特別欠席等について） 

 

第１条 和歌山工業高等専門学校学生準則（以下「学生準則」という。）第１４条並びに第１

５条の規定により、学生の特別欠席等の取扱いについては、この細則の定めるところによる。 

第２条 特別欠席等とは、校長が認めた場合及び命じた場合の欠席（欠課、遅刻及び早退を含

む。）をいう。 

第３条 特別欠席等の範囲及び認定基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

 一 （災害）風水害又は火災等の不測の災害によって、授業への正常出席が不可能であった

と認められた場合 

 二 （交通障害）平常通学のため、利用している交通機関又は交通路の事故によって、授

業への正常出席が不可能であったと認められた場合 

 三 （行事参加）学生準則第２５条の規定により、結成されている校内団体で、和歌山工業

高等専門学校が正式に加盟している校外団体の行事への参加が認められた場合又は校

長が命じた諸行事への参加の場合 

 四 （就職受験等）校長の承認を得た就職試験、大学編入学試験等を受ける場合(試験に該

当しない拘束日の類は除く) 

 五 （学会発表）学会やそれに準ずる場での研究発表をする場合 

 六 （その他）その他特別な事由により校長が必要と認めた場合 

第４条 前条第一号又は第二号に該当する場合の特別欠席等の認定を受けようとするときは、

特別欠席等願（学生準則様式第８号）に事実の認定資料を添え、その欠席が終わって出校し

た当日に、また、前条第三号、第四号又は第五号に該当する場合の特別欠席等の認定を受け

ようとするときは、特別欠席等願に指導教員の確認印を得て、その前日までに、それぞれ学

級担任教員を経て校長に提出しなければならない。 

第５条 学生準則第１４条の２に規定する出席停止届を提出するときは、証拠書類として病名

が確認できる資料(診断書、処方箋(薬袋)、領収書等)を添付しなければならない。 

第６条 この細則に定める提出期限を超えて提出された場合、あるいは細則で添付を指示する

資料がない特別欠席願、出席停止届及び忌引願は受理しないものとする。 

 

   附 則 

 この細則は、平成５年１月２６日から施行し、平成４年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この細則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この細則は、平成２４年２月１日から施行する。 

   附 則 

 この細則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、令和８年４月１日から施行する。 


